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建設工事における猛暑を考慮した工期設定及び熱中症対策に係る費用につ

いて（通知） 

 

 標記について、建設工事における工期設定に係る猛暑日の適用について（防整建第

５５５８号。令和７年１０月１６日）に基づき、猛暑による作業不能日の計上方法等

を別紙第１のとおり、熱中症対策に係る費用の計上方法等を別紙第２のとおり定めた

ので通知する。 

 なお、建設工事における熱中症対策に係る費用について（防整技第５００７号。令

和２年３月３０日）は令和７年１０月１７日限りで廃止する。 

 

 

添付書類：別紙第１「建設工事における猛暑を考慮した工期設定について」 

     別紙第２「建設工事における熱中症対策に係る費用について」 

写送付先：整備計画局施設計画課長、整備計画局建設制度官、整備計画局提供施設計

画官、地方協力局総務課長、地方協力局在日米軍協力課長、陸上幕僚監部

防衛部施設課長、海上幕僚監部防衛部施設課長、航空幕僚監部防衛部施設

課長 



 

別紙第１ 

 

 

建設工事における猛暑を考慮した工期設定について 

 

１ 目的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）において、施

工条件の適切な明示及び適正な工期設定を行うことが発注者の責務とされており、猛

暑による作業不能日数を適切に考慮した工期設定をすることは、公共工事の円滑かつ

適正な施工を確保する上で重要である。 

そのため、防衛省が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第

２条第１項に定める建設工事をいう。以下同じ。）について、猛暑により作業不能日

が生じ、予定された工期で工事を完了することが困難と認められる場合は、工期延長

を含めた変更契約について受注者からの協議に適切に応じることとし、その対応につ

いて必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 猛暑による作業不能日数の計上方法 

建設工事の発注に際して猛暑による作業不能日数を見込むこととし、見込む日数は、

別記の記載例を参考に特記仕様書に明示すること。なお、契約工事単位で全作業を空

調設備等が稼働した環境下で継続可能な工事については、発注に際して猛暑による作

業不能日を０日とし、その旨とともに特記仕様書に明示すること。 

また、特記仕様書に明示した日数を超えて猛暑による作業不能日が生じ、受発注者

間による協議の結果、工期延長を行う必要がある場合は、当該日数を設計図書に明示

の上、工期及び請負代金額を変更する。ただし、工期を厳守すべき建設工事等におい

て、工期延長に応じることができない場合は、受発注者間で協議の上、工期短縮に要

する費用等の工期厳守に必要な追加費用を適切に計上する。 

なお、猛暑による作業不能日により工期延長を行う場合、建築工事及び設備工事に

おいては、作業不能期間が生じたことで必要となる施工手順の変更や再調整等による

追加期間及び後工程や関連工事への影響等も考慮の上、受発注者間の協議をもって工

期の延長期間を決定した上で、当該日数を３０日／月で除し、小数点以下第二位を四

捨五入して一位止めとした値を工期Ｔに加算することとし、土木工事においては、当

該日数に係る増加費用を「土木工事積算価格算定要領」の「工事の一時中止に伴う増

加費用」の算定に準じ適切に算定されたい。 

 

３ 猛暑による作業不能日数の対象と取扱い 

（１）猛暑による作業不能日数の算定の対象 

猛暑による作業不能日数の算定の対象とする時間は、定時の現場作業時間のう

ち、環境省が観測し公表する工事場所近傍の観測地点におけるＷＢＧＴ値（気温、



 

湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）又は実際に現場にて計測するＷＢＧＴ値が

３１以上となった時間とする。ただし、実際に現場にて計測するＷＢＧＴ値を対象

とする場合は、ＪＩＳ Ｚ ８５０４「ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）指数に基づく作業

者の熱ストレスの評価-暑熱環境」を参考に適切に計測されるものであることを確

認する。 

（２）工事発注時の取扱い 

建設工事の発注に際して見込む猛暑による作業不能日数は、定時の現場作業時

間を各日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項

に定める行政機関の休日及び夏季休暇（３日）を除く。）の８時から１７時までと

し、上記（１）に該当する時間を過去５年のＷＢＧＴ値データに基づき算定し、日

数に換算したものの５年分を平均したものとする。この算定に当たっては、（一財）

建 設 物 価 調 査 会 の 「 工 期 設 定 の た め の 猛 暑 日 日 数 確 認 サ イ ト 」

（https://nechusho.kensetu-navi.com/mousyo/）が環境省の観測データを取りま

とめていることから、これを参照するとともに、以下の算定例を参考とされたい。 

なお、作業不能日数は、小数点以下第一位を四捨五入することとする。 

 

環境省が公表する関東地方 東京都 東京地点における過去５年（２０２０年から

２０２４年）のＷＢＧＴ値を用いた猛暑による作業不能日数の算出例 

 

●算定例①：工事期間が２０２５年８月１日から２０２７年６月３０日の場合 

（月のすべてが工事期間に含まれている場合） 

○２０２５年８月１日～１０月３１日の作業不能日数 

 過去５年の当該期間におけるＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算し、

５年平均を算出 

 ＊ＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算 

  ２０２０年：55 時間(8 月)＋ 9 時間(9 月)＋0 時間(10 月)＝64 時間 

        64 時間÷8時間＝8.00 日 

  ２０２１年：39 時間(8 月)＋ 0 時間(9 月)＋0 時間(10 月)＝39 時間 

        39 時間÷8時間＝4.875 日≒4.88 日 

  ２０２２年：49 時間(8 月)＋ 2 時間(9 月)＋0 時間(10 月)＝51 時間 

        51 時間÷8時間＝6.375 日≒6.38 日 

  ２０２３年：61 時間(8 月)＋ 9 時間(9 月)＋0 時間(10 月)＝70 時間 

        70 時間÷8時間＝8.75 日 

  ２０２４年：41 時間(8 月)＋24 時間(9 月)＋0 時間(10 月)＝65 時間 

        65 時間÷8時間＝8.125 日≒8.13 日 

 ＊平均日数を算出 

  （8.00＋4.88＋6.38＋8.75＋8.13）÷5年＝7.228≒7.23 日 



 

○２０２６年４月１日～１０月３１日の作業不能日数 

 過去５年の当該期間におけるＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算し、

５年平均を算出 

 ＊ＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算 

  ２０２０年：0時間(4 月)＋0 時間(5 月)＋ 0 時間(6 月)＋ 0 時間(7 月)

＋55 時間(8 月)＋9 時間(9 月)＋0 時間(10 月)＝64 時間 

        64 時間÷8時間＝8.00 日※１ 

  ２０２１年：0時間(4 月)＋0 時間(5 月)＋ 0 時間(6 月)＋ 8 時間(7 月)

＋39 時間(8 月)＋0 時間(9 月)＋0 時間(10 月)＝47 時間 

        47 時間÷8時間＝5.875 日≒5.88 日※１ 

  ２０２２年：0 時間(4 月)＋0 時間(5 月)＋14 時間(6 月)＋24 時間(7 月)

＋49 時間(8 月)＋2 時間(9 月)＋0 時間(10 月)＝89 時間 

        89 時間÷8時間＝11.125 日≒11.13 日※１ 

  ２０２３年：0時間(4 月)＋0 時間(5 月)＋ 2 時間(6 月)＋51 時間(7 月)

＋61 時間(8 月)＋9 時間(9 月)＋0 時間(10 月)＝123 時間 

        123 時間÷8時間＝15.375 日≒15.38 日※１ 

  ２０２４年：0時間(4 月)＋0 時間(5 月)＋ 2 時間(6 月)＋71 時間(7 月)

＋41 時間(8 月)＋24 時間(9 月)＋0 時間(10 月)＝138 時間 

        138 時間÷8時間＝17.25 日※１ 

 ＊平均日数を算出 

  (8.00＋5.88＋11.13＋15.38＋17.25)÷5 年＝11.528≒11.53 日※２ 

  ※１ サイトに掲載のＷＢＧＴ３１以上の日数（時間数÷８）（年計） 

  ※２ サイトに掲載の猛暑日数（平均） 

○２０２７年４月１日～６月３０日の作業不能日数 

 過去５年の当該期間におけるＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算し、

５年平均を算出 

 ＊ＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算 

  ２０２０年： 0 時間(4 月)＋0 時間(5 月)＋ 0 時間(6 月)＝ 0 時間 

         0 時間÷8時間＝0日 

  ２０２１年： 0 時間(4 月)＋0 時間(5 月)＋ 0 時間(6 月)＝ 0 時間 

         0 時間÷8時間＝0日 

  ２０２２年： 0 時間(4 月)＋0 時間(5 月)＋14 時間(6 月)＝14 時間 

        14 時間÷8時間＝1.75 日 

  ２０２３年： 0 時間(4 月)＋0 時間(5 月)＋ 2 時間(6 月)＝ 2 時間 

         2 時間÷8時間＝0.25 日 

  ２０２４年： 0 時間(4 月)＋0 時間(5 月)＋ 2 時間(6 月)＝ 2 時間 

         2 時間÷8時間＝0.25 日 



 

 ＊平均日数を算出 

  （0＋0＋1.75＋0.25＋0.25）÷5年＝0.45 日 

○工事期間の作業不能日数 

 各期間の作業不能日数を合算し、工事期間全体の作業不能日数を算出 

 ＊作業不能日数を算出 

  7.23＋11.53＋0.45＝19.21≒19 日（小数点以下第一位を四捨五入） 

 

算定イメージ① 

年 2025 年 2026 年 2027 年 

月 7 8 9 10 11～3 4 5 6 7 8 9 10 11～3 4 5 6 7 

工事期間                  

作業不能日 
 7.23※  11.53※  0.45※  

 19.21 → 19 日  

 ※ 過去５年の当該期間におけるＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算し、５年平均を算出 

 

●算定例②：工事期間が２０２５年７月１５日から２０２７年７月１５日の場合 

（月の一部のみが工事期間に含まれている場合） 

○２０２５年７月１５日～１０月３１日の作業不能日数 

 過去５年の当該期間におけるＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算し、

５年平均を算出 

 月のうち一部のみが工事期間に含まれる月がある場合、当該月について

は、ＷＢＧＴ値３１以上の時間数に、当該月における工事期間に含まれる日

数の割合を乗じた時間数を使用する（２０２５年７月の平日日数：２２日） 

 ＊ＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算 

  ２０２０年： 0時間(7月)×0.50(7 月の工事期間 11日/平日日数 22日)

＋55 時間(8 月)＋ 9 時間(9 月)＋0 時間(10 月)＝64 時間 

        64 時間÷8時間＝8.00 日 

  ２０２１年： 8 時間(7 月)×0.50＋39 時間(8 月)＋ 0 時間(9 月)＋0 時

間(10 月)＝43 時間 

        43 時間÷8時間＝5.375 日≒5.38 日 

  ２０２２年：24 時間(7 月)×0.50＋49 時間(8 月)＋ 2 時間(9 月)＋0 時

間(10 月)＝63 時間 

        63 時間÷8時間＝7.875 日≒7.88 日 

  ２０２３年：51 時間(7 月)×0.50＋61 時間(8 月)＋ 9 時間(9 月)＋0 時

間(10 月)＝95.5 時間 

        95.5 時間÷8時間＝11.9375 日≒11.94 日 

  ２０２４年：71 時間(7 月)×0.50＋41 時間(8 月)＋24 時間(9 月)＋0 時



 

間(10 月)＝100.5 時間 

        100.5 時間÷8時間＝12.5625 日≒12.56 日 

 ＊平均日数を算出 

  (8.00＋5.38＋7.88＋11.94＋12.56）÷5年＝9.152≒9.15 日 

○２０２６年４月１日～１０月３１日の作業不能日数 

 過去５年の当該期間におけるＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算し、

５年平均を算出（算定例①に同じ） 

  11.53 日 

○２０２７年４月１日～７月１５日の作業不能日数 

 過去５年の当該期間におけるＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算し、

５年平均を算出 

 月のうち一部のみが工事期間に含まれる月がある場合、当該月について

は、ＷＢＧＴ値３１以上の時間数に、当該月における工事期間に含まれる日

数の割合を乗じた時間数を使用する（２０２７年７月の平日日数：２１日） 

 ＊ＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算 

  ２０２０年： 0時間(4月)＋0時間(5月)＋ 0時間(6月)＋ 0時間(7月)

×0.52(7 月の工事期間 11 日/平日日数 21 日)＝ 0 時間 

         0 時間÷8時間＝0日 

  ２０２１年： 0時間(4月)＋0時間(5月)＋ 0時間(6月)＋ 8時間(7月)

×0.52＝ 4.16 時間 

         4.16 時間÷8時間＝0.52 日 

  ２０２２年： 0時間(4月)＋0時間(5月)＋14時間(6月)＋24時間(7月)

×0.52＝26.48 時間 

        26.48 時間÷8時間＝3.31 日 

  ２０２３年： 0時間(4月)＋0時間(5月)＋ 2時間(6月)＋51時間(7月)

×0.52＝28.52 時間 

        28.52 時間÷8時間＝3.565 日≒3.57 日 

  ２０２４年： 0時間(4月)＋0時間(5月)＋ 2時間(6月)＋71時間(7月)

×0.52＝38.92 時間 

        38.92 時間÷8時間＝4.865 日≒4.87 日 

 ＊平均日数を算出 

  （0＋0.52＋3.31＋3.57＋4.87）÷5年＝2.454 日≒2.45 日 

○工事期間の作業不能日数 

 各期間の作業不能日数を合算し、工事期間全体の作業不能日数を算出 

 ＊作業不能日数を算出 

  9.15＋11.53＋2.45＝23.13≒23 日（小数点以下第一位を四捨五入） 

 



 

算定イメージ② 

 ※ 過去５年の当該期間におけるＷＢＧＴ値３１以上の時間数を日数換算し、５年平均を算出  

年 2025 年 2026 年 2027 年 

月 7 8 9 10 11～3 4 5 6 7 8 9 10 11～3 4 5 6 7 

工事期間                    

作業不能日 
 9.15※  11.53※  2.45※  

 23.13 → 23 日  

 

（３）工期の変更に係る取扱い 

工期中に発生した猛暑による作業不能日数は、当該現場における定時の現場作

業時間において、上記（１）に該当し、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断

し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したものとする。 

 

 

 

 

 

 

別記１ 特記仕様書への記載例（建築工事の場合） 

１章 各省共通事項 

５ 施工条件             (1.3.5) 

 ※現場説明書による。 

（１）作業時間 

ア 本工事における作業時間は、○○時○○分から○○時○○分とする。なお、

作業期間中の土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を作業不能日

として見込むほか、猛暑による作業不能日数を以下のとおり見込んでいる。 

   猛暑による作業不能日数：○日間 

本工事は、全作業を空調設備等が稼働した環境下で継続可能な工事であること

から、猛暑による作業不能日数を０日間とするものである。 

注）上記の下線箇所は、工事内容に応じて、猛暑による作業不能日数を０日間

とする場合に追記【対象外の場合は削除】 

なお、工期中に発生した猛暑による作業不能日数（現場作業時間において、環

境省が公表する●●地方●●●●地点におけるＷＢＧＴ値（気温、湿度、日射・

輻射を考慮した暑さ指数）又は実際に現場にて計測するＷＢＧＴ値が３１以上と

なり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を

算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が上記の日

数から著しく乖離し、予定された工期で工事を完了することが困難と認められる

場合は、工期延長を含めた変更契約について監督官と協議するものとする。 



 

 

別記２ 特記仕様書への記載例（設備工事の場合） 

第５ 一般仕様 

10 作業時間 

（１）本工事の作業時間は、標準仕様書及び現場説明書によるほか、作業期間中の

土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を作業不能日として見込む

ほか、猛暑による作業不能日数を以下のとおり見込んでいる。 

   猛暑による作業不能日数：○日間 

本工事は、全作業を空調設備等が稼働した環境下で継続可能な工事であること

から、猛暑による作業不能日数を０日間とするものである。 

注）上記の下線箇所は、工事内容に応じて、猛暑による作業不能日数を０日間

とする場合に追記【対象外の場合は削除】 

なお、工期中に発生した猛暑による作業不能日数（現場作業時間において、環

境省が公表する●●地方●●●●地点におけるＷＢＧＴ値（気温、湿度、日射・

輻射を考慮した暑さ指数）又は実際に現場にて計測するＷＢＧＴ値が３１以上と

なり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を

算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が上記の日

数から著しく乖離し、予定された工期で工事を完了することが困難と認められる

場合は、工期延長を含めた変更契約について監督官と協議するものとする。 

 

別記３ 特記仕様書への記載例（土木工事の場合） 

第６ 一般仕様 

○14 工期は、雨天、休日、猛暑日、準備期間、後片付け期間を見込み、契約の翌日

から令和○年○月○日までとする。休日には、作業期間中の日曜日、土曜日、

祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を見込んでいる。 

   猛暑日日数：○日間 

８時から１７時までのＷＢＧＴ値が３１以上の時間を足し合わせた日数 

(小数点第１位を四捨五入（整数止め）し、日数換算した日数) 

過去５か年（２０××年～２０××年）の環境省（○○地方○○地点）の

データより年間の平均発生日数を算出 

 

工程で見込んでいる猛暑日日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを

得なかった場合で予定された工期で工事を完了することが困難と認められる場合

は、工期延長を含めた変更契約について監督官と協議するものとする。 

 

  



 

別紙第２ 

 

 

建設工事における熱中症対策に係る費用について 

 

１ 目的 

防衛省が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項

に定める建設工事をいう。）における熱中症対策に係る費用について、必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

２ 費用の計上方法 

（１）建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び通信工事の場合 

熱中症対策に係る費用については、「営繕工事における熱中症対策に係る費用に

ついて」（国営計第１８８号。国営積第１２号。国営建技第１７号。令和５年３月

２９日。以下「営繕工事通知」という。）の２によるものとする。 

 

（２）土木工事の場合 

工事現場の安全に資する熱中症対策に係る費用については、「土木工事積算価格

算定要領」の「第３ 間接工事費の積算」によるものとする。 

 

３ 総合評価落札方式での技術提案の取扱い 

総合評価落札方式での技術提案の取扱いについては、営繕工事通知の３によるもの

とする。 

 

４ 工事特記仕様書への記載例 

（１）建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び通信工事の場合 

熱中症対策に係る費用の計上について、営繕工事通知に定める一般的な熱中症

対策に関する項目以外（遮光ネット（足場に設置するものに限る）等）を実施する

場合は、受発注者間で必要な設置期間等を協議の上、設計変更を行うものとする。

ただし、入札時に提示した技術提案で採用した場合については、その費用は受注者

負担とする。 

 

（２）土木工事の場合 

熱中症対策に係る費用の計上について、工事現場の安全（熱中症）対策を実施

する場合は、工期中の日最高気温の状況に応じて現場管理費を補正するものとする。

また、現場管理費の補正に含まれない熱中症対策費については、現場環境改善費に

積み上げるものとし、受発注者間で協議し、計画書を提出の上、設計変更を行うも

のとする。 



 

 

５ その他 

本通知に関する疑義等については、整備計画局施設整備課長と協議するものとする。 


